
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上限規制 今まで これから 

１ヶ月の限度時間（原則） 

規制 

なし 

４５（４２）時間 

１ヶ月の限度時間超えは年６ヶ月が限度※(1) 適 用 

１ヶ月の時間外と休日労働の合計※(1) １００時間未満 

時間外と休日労働の合計について２～６ヶ月平均時間※(1) ８０時間以内 

１年の限度時間（原則） ３６０（３２０）時間 

１年の上限※ ７２０時間 

上限規制 一般労働者 自動車運転者 

１ヶ月の限度時間（原則） ４５(４２)時間 

１ヶ月の限度時間超、年６ヶ月が限度※(1) 適 用 適用なし 

１ヶ月の時間外と休日労働の合計※(1) １００時間未満 適用なし 

時間外と休日労働の合計について２～６ヶ月平均時間※(1) ８０時間以内 適用なし 

１年の限度時間（原則） ３６０(３２０)時間 

１年の上限 ７２０時間 ９６０時間 
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✓災害時における復旧復興の事業を除き、一般労働者と

同じ取扱いになります。 

 

※(1) 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合（特別条項）に限ります。 

・時間外労働と休日労働の合計が月１００時間未満 

・時間外労働と休日労働の合計について、２～６ヶ月平均８０時間以内 

※年 720 時間の上限及び時間外労働が月 45 時間を超えることができるのは、年 6 ヶ月までという規制は適用されます。

✓特別条項付き３６協定を締結する場合の年間の時間外・

休日労働の上限が最大１８６０時間となります。 

・時間外労働と休日労働の合計が月１００時間未満 
・時間外労働と休日労働の合計について、２～６ヶ月平均８０時間以内 

・時間外労働が月４５時間を超えることができるのは年６ヶ月まで 

✓特別条項付き３６協定を締結する場合の年間の

時間外労働の上限が年間９６０時間となります。

✓長時間労働が必要となる指定区分ごとに異なる上限規制が適用され、それらの水準の適用を受ける医療機関

は、時間外・休日労働を行わせる理由に応じて、都道府県知事から特例水準の指定を受ける必要があります。 

・時間外労働と休日労働の合計が月１００時間未満 

・時間外労働と休日労働の合計について、２～６ヶ月平均８０時間以内 

・時間外労働が月４５時間を超えることができるのは年６ヶ月まで 

 
 

 

 ●被扶養者状況リストによる被扶養者資格の再確認について 
令和５年１０月下旬から令和５年１１月中旬にかけて、「被扶養者状況リスト」にて被扶養者の再確認を実施

しております。ご協力をお願い致します。 

 

●令和 5年 10 月１日から雇用保険関係の申請・届出への押印が不要となりました。 
雇用保険関係の手続きにおいて押印不要となる手続きの範囲が拡大され、「日雇労働被保険者手帳に貼付する

雇用保険印紙の消印に使用する認印」などの日雇労働関係で押印が必要となる手続きを除き廃止となりました。 

                                

●昇降設備、保護帽の設置義務の範囲が拡大されました。R5.10.1 施行 
・ （安衛則第 151 条の 67 関係） 
 荷を積み卸す作業を行うときに、 の の について、

最大積載量が５トン以上のものに加え、 のものが されます。 

・ （安衛則第 151 条の 74 関係） 
  荷を積み卸す作業を行うときに、労働者に を させる の について、最

大積載量が５トン以上のものに加え、 のものが されます。 

  ①最大積載量が の貨物自動車であって、荷台の側面が構造上開放されているもの又は構造

上開閉できるもの（平ボディ車、ウイング車等）。 

  ②最大積載量が の貨物自動車であって、テールゲートリフターが設置されているもの（テ

ールゲートリフターを使用せずに荷を積み卸す作業を行う等の場合は適用されません）。 

 

●「年収の壁」への対応策について 
 

などを行う旨が厚生労働省から公開されました。詳細

が分かり次第、改めてご案内させて頂きます。 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪筆者：山本≫ 

 特例水準の指定を受けていませんが、今後特例水準の指定

を申請するということで、特例水準の医師に関する３６協

定をあらかじめ締結しておいても良いですか？ 

  特例水準の医療機関の指定を受けてい

ない場合には、特例水準の医師に関する

３６協定を締結することはできません。

※1,860 時間の上限が適用されるのは、 です。 

※１つの医療機関が複数の水準の指定を受けることもできます。 


